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１  技術力評価 

 

１ －１  企業の施工実績 

 

１ －１ －１  同種工事の施工実績の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

平成２ ３ 年度以降にお

け る 同種工事の施工実

績の有無 

国又は青森県発注で同種工事の実績有り  

標準型   2. 0 点 

簡易型Ⅰ  2. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 1. 0 点 

簡易型Ⅱ( 若手) 2. 0 点 

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り  

標準型   2. 0 点 

簡易型Ⅰ  2. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 0. 5 点 

簡易型Ⅱ( 若手) 1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価対象と なる 同種工事は、 入札説明書で示さ れた条件（ 工種、 規模等） と する 。   

（ ２ ） その他の公共工事発注機関と は、 地方公共団体のほか、 「 公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する 法律」 第２ 条第１ 項に定める 以下の法人をいう 。  

   ま た、 国立大学法人、 日本下水道事業団、 水道企業団、 地域広域市町村圏事務組合、 地方

道路公社等についても 、 その他の公共工事発注機関の対象と する 。  

    

（ 「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 第 2 条第 1 項で定める 法人）  

首都高速道路株式会社、 新関西国際空港株式会社、 中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社、 中日本高速道路株式

会社、 成田国際空港株式会社、 西日本高速道路株式会社、 阪神高速道路株式会社、 東日本高速道路株式会社、

本州四国連絡高速道路株式会社、 沖縄科学技術大学院大学学園、 日本中央競馬会、 国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構、 国立研究開発法人科学技術振興機構、 国立研究開発法人情報通信研究機構、 国立研究開発

法人森林研究・ 整備機構、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、 独立行政法人空港周辺整備機構、 独

立行政法人高齢・ 障害・ 求職者雇用支援機構、 独立行政法人国際協力機構、 独立行政法人国立科学博物館、

独立行政法人国立高等専門学校機構、 独立行政法人国立女性教育会館、 独立行政法人国立青少年教育振興機

構、 独立行政法人国立美術館、 独立行政法人国立文化財機構、 独立行政法人自動車事故対策機構、 独立行政

法人中小企業基盤整備機構、 独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構、 独立行政法人都市再生機構、

独立行政法人日本学生支援機構、 独立行政法人日本芸術文化振興会、 独立行政法人日本高速道路保有・ 債務

返済機構、 独立行政法人日本ス ポーツ 振興セン タ ー、 独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康

安全機構  

 

（ ３ ） 対象と なる 工事は、 平成２ ３ 年度以降、 かつ入札に参加し よ う と する 工事の公告日以前に

完成・ 引渡し し たも のを対象と する 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の施工実績を評価す

る 。  

（ ５ ） 共同企業体の構成員と し ての施工実績は、 出資比率２ ０ ％以上であった工事に限る 。  
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【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 同種の条件 

   同種工事の条件を記載する 。  

  ・ 同種の条件： 舗装・ 橋梁下部工・ 河川堤防・ 防波堤等、 入札説明書に記載さ れている 「 評 

         価の対象と なる 同種工事」  

 

        （ 記載例） 防波堤工事で、 青森県での海上・ 海中の施工実績を 有し 、 かつ  

             契約金額３ 千万円以上のも の。  

 

   

 

（ ２ ） 施工実績 

   入札説明書に記載さ れている 条件を 満たし た最近の代表的な同種工事を１ 件記載する こ

と 。 ま た、 求める 工事規模・ 工法等の設定がある  場合は、 その工事規模等を記載する 。  

   

 

  ・ 工事番号、 工事名： 受注工事の工事番号、 工事名を記載する 。  

  ・ 発注機関名： 具体的に記載する 。 （ ○○農林水産事務所等）  

  ・ 工事場所： 具体的に記載する 。 （ ○○県○○市・ 郡○○大字○○地内）  

  ・ 契約金額： 最終契約金額を記載する 。  

  ・ 工期： 工期を記載する 。  

  ・ 受注形態等： 単体・ Ｊ Ｖ の別を記載する 。 （ Ｊ Ｖ については、 出資比率及び代表者であっ

た場合は、 その旨記載する こ と 。 ）  

  ・ 工事内容： 工事種別、 施工規模、 工法等工事内容が分かる よ う に記載する 。  

 

 

【 添付資料】  

（ １ ） 施工実績と し て記載し た工事に係る コ リ ンズ（ 竣工登録） 又は契約書等の写し 。  

   ※契約書の写し の場合は、 工事番号、 工事名、 発注者・ 受注者、 契約金額、 工期が確認で

き る 部分のみでよ い。  

（ ２ ） ただし 、 （ １ ） だけでは工事規模等が確認でき ない場合は、 当該工事の実績を証明でき る

書類を添付する 。  
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１ －１ －２  県発注工事の工事成績評定の平均点 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

県発注工事の令和４ 年か

ら 令和７ 年ま での工事成

績評定点の平均点 

 

※（  ） は、 建築一式工

事、 電気工事及び管工事 

８ ４ 点以上（ ８ ３ 点以上）  4. 0 点 

８ ３ 点以上８ ４ 点未満（ ８ ２ 点以上８ ３ 点未満）  3. 5 点 

８ ２ 点以上８ ３ 点未満（ ８ １ 点以上８ ２ 点未満）  3. 0 点 

８ １ 点以上８ ２ 点未満（ ８ ０ 点以上８ １ 点未満）  2. 5 点 

８ ０ 点以上８ １ 点未満（ ７ ９ 点以上８ ０ 点未満）  2. 0 点 

７ ９ 点以上８ ０ 点未満（ ７ ８ 点以上７ ９ 点未満）  1. 5 点 

７ ８ 点以上７ ９ 点未満（ ７ ７ 点以上７ ８ 点未満）  1. 0 点 

７ ８ 点未満（ ７ ７ 点未満）  0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 県発注工事と は、 青森県の行政機関が発注し た工事であり 、 県警、 教育委員会についても

対象と する （ 公社、 職員共済組合等は対象外） 。  

（ ２ ） 対象と なる 工事は、 令和４ 年１ 月から 令和７ 年１ ２ 月ま でに完成し た県発注工事と し 、 工

事成績評定点の付さ れていないも のは対象外と する 。  

（ ３ ） 工事成績評定の平均点は、工事種別（ 建設業法によ る 建設工事の種類(法律別表第一(上欄))）

ごと に計算する 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の工事成績を評価す

る 。  

（ ５ ） 共同企業体と し て受注し た工事の工事成績は、 出資比率にかかわら ず各構成員の工事成績

と し て対象と する 。  

（ ６ ） （  ） 内の評価基準は、 建築一式工事、 電気工事及び管工事において適用する 。  

 

 

【 技術提案書記入の留意点】  記載不要。  

 

【 添付資料】  添付資料なし 。  

 

工事成績評定の平均点は、 工事種別（ 建設業法によ る 建設工事の種類( 法律別表第一( 上欄) ) ） ご

と に計算する 。  
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１ －１ －３  優良工事表彰等の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

優良工事表彰等の 

有無 

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り  

標準型   1. 0 点 

簡易型Ⅰ  1. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 0. 5 点 

簡易型Ⅱ( 若手) 0. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価の対象と なる 表彰は、 下表のと おり と する 。 （ 下表以外の表彰は対象と し ない。 ）  
なお、 工事場所は青森県内のも のに限る 。  

（ ２ ） 工事種別（ 建設業法によ る 建設工事の種類（ 法律別表第一( 上欄) ） ） が同種のも のを評価
対象と する 。 【 建設工事の種類の例 土木一式工事、 建築一式工事、 電気工事、 舗装工事、
と び・ 土工・ コ ンク リ ート 工事 等】  

（ ３ ） 表彰の有効期限は表彰日から ３ 年間と し 、 基準日は入札に参加し よ う と する 工事の公告日
と する 。  

（ ４ ） 入札に参加する 本店・ 支店・ 営業所自体が上記表彰を受けている 場合のみ評価対象と する 。 

（ ５ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が

あれば評価の対象と する 。  

（ ６ ） 共同企業体と し ての表彰実績は、 出資比率２ ０ ％以上であった構成員に限り 評価する 。  

（ ７ ） 財務部優良工事表彰については、 総務部の表彰も 可と する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 表彰の有無、 表彰名、 表彰年月日及び建設業法によ る 建設工事の種類を記載する 。  

 

【 添付資料】   

（ １ ） 表彰状の写し 、 表彰を受けた工事のコ リ ンズ（ 竣工登録） の写し 。  
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表彰名 主 催 評価対象 備  考 

企 業 主任( 監理)  

技術者 

県土整備部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 県土整備部長 

地域整備部等優良工事表彰 

（ 注１ ）  

青森県 ○ ○ 各地域県民局地域整備 

部長、 本庁課長 

財務部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 財務部長及び財産管理

課長 

農林水産部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 農林水産部長 

地域農林水産部優良工事表彰 

（ 注２ ）  

青森県 ○ ○ 各地域県民局地域農林 

水産部長 

優良工事表彰（ 優良工事）  東北地方整備局 ○ ○ 東北地方整備局長及び

各部長、 事務所長（ 管

理所長）  

優良工事表彰（ 優良工事）  東北農政局 ○ ○ 東北農政局長 

優良工事表彰（ 下請け企業）  東北地方整備局 × × 下請工事に係る 表彰の 

ため対象外 

工事成績優秀企業認定 東北地方整備局 × ― 成績評定は別途評価し  

ている ので対象外 

Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｔ Ｙ 優良企業（ 現場 

代理人） 表彰 

東北地方整備局 ○ △ △受賞工事において、  

主任（ 監理） 技術者で 

ある 場合に限る  

イ ンフ ラ Ｄ Ｘ 大賞 国土交通省 ○ ―  

 

みちのく イ ンフ ラ Ｄ Ｘ 奨励賞 東北地方整備局 ○ ―  

 

イ ンフ ラ メ ンテナンス 大賞 各省庁 ○ ―  

 

公共建築賞 国土交通省 ○ ― 受賞し た建築物の設備

工事（ 元請） も 対象と

する  

  ○ 評価対象  △ 一部評価対象  × 対象外  － 表彰対象外（ 評価対象外）  

 

（ 注１ ） 令和７ 年度以降の表彰は、 「 地域整備部等」 を「 県土整備事務所等」 、 「 各地域県民局

地域整備部長」 を「 各県土整備事務所長」 に読み替える 。  

（ 注２ ） 令和７ 年度以降の表彰は、 「 地域農林水産部」 を「 農林水産事務所」 、 「 各地域県民局

地域農林水産部長」 を「 各農林水産事務所長」 に読み替える 。  
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１ －１ －４  若手技術者又は女性技術者の育成 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

若手技術者又は女性

技術者の配置の有無 

※（  ） は、 簡易型Ⅱ

（ 若手等チャ レ ン ジ

型）  

主任（ 監理） 技術者への配置 
1. 0 点 

( 2. 0 点)  

現場代理人への配置 
0. 5 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 
 
【 評価に関する 運用事項】  
（ １ ） 「 若手」 と は、 入札に参加し よ う と する 工事の公告日において、 満４ ０ 歳を迎えていない

者と する 。 女性技術者の場合は、 年齢を問わない。  

（ ２ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の技術者を評価する 。 

（ ３ ） 簡易型Ⅱに限り 評価の対象と する 。  

 

 

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ 、 様式－２ ）  
（ １ ） 配置予定技術者の従事役職、 氏名、 性別、 年齢及び生年月日を記載する 。  

技術資料提出時に配置予定技術者が特定でき ない場合は、 資格等の要件を満たす複数の候補 

者を記入する こ と ができ る が、 若手・ 女性技術者の要件に該当し ない候補者がいる 場合、 審

査については、 当該評価し ない。  

   ま た、実際の施工に当たって技術資料に記載し た配置予定技術者を変更でき る のは、病気、

死亡、 退職等の極めて特別な場合に限る 。  

（ ２ ） 簡易型Ⅱ以外は、 年齢及び生年月日の記載は不要。  

 

 

【 添付資料】   
（ １ ） 運転免許証やマイ ナンバーカード の写し （ 証明に不要な個人情報にマス キングが施さ れた

も の） 等、 当該技術者の年齢（ 生年月日） 又は性別が確認でき る 資料。  
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１ －１ －５  特定施設・ 機械保有の有無 

 

（ １ ） 作業船保有の有無（ 主作業船を対象）  

評価項目 評 価 基 準 配 点 

対 象 工 事 に 使 用

す る 作 業 船 の 保

有 

自社保有又は共同保有で持ち分比率５ ０ ％以上 2. 0 点 

共同保有で持ち分比率５ ０ ％未満 
2. 0 点× 

持ち分比率 

保有無し  0. 0 点 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 入札に参加し よ う と する 工事の公告日時点において、 自社又は共同で保有する 作業船の有

無を対象と する 。  

（ ２ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に実績が

あれば評価の対象と する 。  

（ ３ ） 作業船保有状況の有無を評価の対象と する 工事は、 土木一式工事のう ち海上・ 海中工事に

限る 。  

（ ４ ） 保有形態については、 船舶検査証書の所有者にて確認する 。 なお、 非自航船等の船舶検査

証書を持たない作業船については、 「 現有作業船一覧」 等にて確認する 。  

（ ５ ） 評価対象と なる 作業船の船種は下表のと おり 、 港湾請負工事積算基準書（ 国土交通省港湾

局） 第１ 部港湾土木請負工事積算基準に掲載さ れている 船種と する 。  

（ ６ ） 共同保有し ている 場合の得点は、 小数点第１ 位止（ 第２ 位以下切り 捨て） と する 。  

（ ７ ） 申請者が最終的に保有者と なる こ と を前提と し て、 便宜上、 リ ース 会社が建造し 保有し た

船舶であって、 且つ、 実態と し て申請者が建造費を含めたリ ース 料を払いつつ自社保有船と

同等の維持・ 使用を行う （ ファ イ ナンス リ ース ） 船舶も 自社保有船舶に含める こ と ができ る 。 

 

対象作業船一覧 

①ポンプ浚渫船 ⑨ク レーン付き 台船 

②グラ ブ浚渫船 ⑩杭打船 

③バッ ク ホウ 浚渫船 ⑪コ ンク リ ート ミ キサー船 

④リ ク レ ーマ船 ⑫ケーソ ン製作用台船 

⑤バージアンロ ーダ船 ⑬深層混合処理船 

⑥空気圧送船 ⑭サンド ド レ ーン船 

⑦旋回起重機船 ⑮サンド コ ンパク ショ ン船 

⑧固定起重機船  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 該当する 場合は、 対象工事に使用する 作業船の保有状況を記載する 。  

 

【 添付資料】   

（ １ ） （ 資料１ －１ ） 対象工事に使用する 作業船の保有状況報告書。  

（ ２ ） 証明資料 作業船を保有し ている 場合は、 保有状況を証明する 資料。 共同保有の場合は、  

       持ち分比率を証明する 資料。  
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（ ２ ） アス ファ ルト プラ ント 保有の有無 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

ア ス フ ァ ルト プラ ン

ト 保有の有無 

本工事に使用する プラ ン ト の保有あり （ 自社又は共同）  1. 0 点 

上記以外（ 本工事に使用する プラ ント の保有なし ）  0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 入札に参加し よ う と する 工事の公告日時点において、 自社又は共同で保有、 出資し ている

アス ファ ルト プラ ント の有無を対象と する 。  

（ ２ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に実績が

あれば評価の対象と する 。  

（ ３ ） アス ファ ルト プラ ント 保有状況の有無を評価の対象と する 工事は、 舗装工事に限る 。  

 

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 該当する 場合は、 対象工事に使用する プラ ント の保有状況を記載する 。  

 

 

【 添付資料】   

（ １ ） プラ ント を自社又は共同で保有、 出資、 共同企業体と し て参画し ている こ と がわかる 資料 
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１ －１ －６  Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の活用提案 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次

元 化 等 の 活 用 提

案 

全面活用（ 施工プロ セス 全てで活用）  1. 0 点 

部分活用（ 施工プロ セス ２ つ以上活用）  0. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 簡易型Ⅱの受注者希望型を対象と する 。  

（ ２ ） 評価の対象にでき る 工種は特記仕様書で指定し たも の（ 港湾Ｉ Ｃ Ｔ 含む） と する 。  

（ ３ ） 施工プロ セスは以下の①～⑤の５ つと し 、 技術活用数に応じ て評価する 。  

   ①３ 次元起工測量 

   ②３ 次元設計データ 作成 

   ③Ｉ Ｃ Ｔ 建設機械によ る 施工 

   ④３ 次元出来形管理等の施工管理 

   ⑤３ 次元データ の納品 

（ ４ ） 各工種における 全面活用と 部分活用の考え方については、 以下のと おり 。  

【 全面活用】  

・ 上述①～⑤の施工プロ セス を全て実施し た場合（ 「 対象外」 のプロ セス は除く ） を全面活

用と する 。  

・ ま た、 上述①及び②において、 別途業務等で実施し た場合、 「 対象外」 のプロ セス と し て

扱う 。  

・ なお、 Ｉ Ｃ Ｔ 土工の「 簡易型では省略可」 の、 簡易型の場合は部分活用と する 。  

 

【 部分活用】  

・ 上述①～⑤の施工プロ セス のう ち、 ③を含む２ つ以上のプロ セス を実施し た場合を部分活

用と する 。  

・ ただし 、 法面工等、 上述③が対象外と なっている 工種は、 ④を含む２ つ以上のプロ セスと

する 。  

 

（ ５ ） １ 工事内で複数工種のＩ Ｃ Ｔ 活用工事を提案する 場合は、 施工プロ セス の最も 多い工種に

て評価する 。  

（ ６ ） 提案し た技術は、 原則と し て設計変更の対象と する 。 実施方法等については、 対象工事の

担当事業課が定める 要領等によ る 。  

（ ７ ） 履行確認は工事完了時に行う こ と と し 、 受注者の責めによ り 活用提案が履行でき なかった

場合には、 工事成績評定点を減ずる 措置を行う と と も に、 総合評価落札方式【 標準型・ 簡易

型】 に関する 運用ガイ ド ラ イ ン４ －４ －２ 「 履行でき なかった場合の措置」 のと おり と する 。 

（ ８ ） 履行し た場合には、 当該工事について「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用証明書」 を発行する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－４ ）  

（ １ ） 活用する 技術にチェ ッ ク を付け、 工事計画書を作成する 。  

 

【 添付資料】  なし
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１ －２  地理的条件 
 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

地域内におけ る 本店

の所在地の有無 

※(  ) は、 簡易型Ⅱ 

工事施工箇所の地域内に本店を 有する  
3. 0 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価対象と なる 「 地域内」 と は、 入札説明書で示さ れた地域【 例えば、 ○○農林水産事務

所管内、 ○○郡内、 ○○市（ 町村） 内、 旧○○市（ 町村） 内 等】 と する 。  

（ ２ ） 本店と は、 青森県建設工事競争入札参加資格審査申請における 本店所在地をいう 。  

（ ３ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が

あれば評価の対象と する 。  

  

 
 

【 技術提案書記入の留意点】  記載不要。  

 

 

【 添付資料】  添付資料なし 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

１ －３  配置予定技術者の能力 
 

１ －３ －１  主任（ 監理） 技術者の保有する 資格 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

 

主任（ 監理） 技術者

の保有する 資格 

上段： 土木工事 

下段： 建築工事 

 

技術士 

１ 級建築士かつ１ 級建築施工管理技士 
2. 0 点 

１ 級土木施工管理技士 

１ 級建築士又は１ 級建築施工管理技士 
1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 電気設備工事・ 管工事等は、 それぞれ電気工事施工管理技士・ 管工事施工管理技士等と 読

み替えて適用する 。   

 

（ ２ ） 橋梁維持工事については、 「 技術士」 のほか「 １ 級土木施工管理技士かつ橋梁Ａ Ｍ点検士
（ 道路部門） かつ橋梁補修技術研修会受講者」 も 評価対象と する 。  

   例： 橋梁維持工事の場合 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

主任（ 監理） 技術者

の保有する 資格 

「 技術士」 又は「 １ 級土木施工管理技士かつ橋梁Ａ Ｍ点検士( 道路

部門) かつ橋梁補修技術研修会受講者」  
2. 0 点 

１ 級土木施工管理技士 1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

   橋梁Ａ Ｍ点検士( 道路部門) は国土交通省登録技術者資格であり 、 ( 公財) 青森県建設技術セン タ ーが 

実施し ている 「 橋梁点検技術研修」 又は「 橋梁点検技術更新研修会」 の修了者を 含む。  

 
（ ３ ） 解体工事については、 「 1 級土木施工管理技士」 又は「 1 級建築施工管理技士」 を、 「 登録

解体基幹技能者」 に読み替える こ と ができ る 。  
 

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の資格を評価する 。  

 
 
 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  

（ １ ） 配置予定技術者の従事役職、 氏名 

主任（ 監理） 技術者は、 予定者の氏名等を記載する 。  

   技術資料提出時に配置予定技術者が特定でき ない場合等は、 資格等の要件を満たす複数の

候補者を記入する こ と ができ る 。 その場合、 審査については、 候補者のう ち資格等の評価が

最も 低い者で評価し 、 「 １ －３ －２  継続教育の取組状況」 から 「 １ －３ －６  Ｉ Ｃ Ｔ 活用

工事の実績の有無」 ま でも 同一の者で評価する 。  

   なお、 技術資料提出時に記載し た配置予定技術者以外の者を、 監理技術者又は主任技術者

に配置する こ と はでき ないも のと する 。  

   ま た、 工場製作を含む工事において、 工場製作と 現場施工で異なる 技術者を配置する 場合

は、 現場施工で配置する 技術者を評価の対象と する 。  
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   実際の施工に当たって技術資料に記載し た配置予定技術者を変更でき る のは、病気、死亡、

退職等の極めて特別な場合に限る 。  

（ ２ ） 法令によ る 資格 

    配置予定技術者が保有する 法令によ る 資格を記載する 。 （ 複数ある 場合、 複数記載）  

 

 

 

【 添付資料】   

（ １ ） 配置予定技術者に係る 資格者証等の写し 。  

（ ２ ） 監理技術者資格者証については、 表面及び裏面の写し 。  

（ ３ ） 橋梁維持工事については、 「 橋梁Ａ Ｍ点検士( 道路部門) 登録証（ 橋梁点検技術研修会修了

証又は橋梁点検技術更新研修会修了証を含む） 」 及び「 橋梁補修技術研修会受講証明書」 の

写し 。  
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１ －３ －２  継続教育の取組状況 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

継続教育の取組状況 

継続教育の推奨単位数を 満たし ている  

（ 各団体の証明有り ）  
1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 目標（ 推奨） 単位の単位数及び取得年数については各団体の定めによ る も のと し 、 その証

明日は、公告日の前年度末（ 3 月 31 日） 時点と する（ 証明書は１ 年間有効と し 、写し を添付） 。 

令和８ 年度中に公告さ れる 工事には、 令和８ 年３ 月３ １ 日を証明日と する 証明書の写し の

提出が必要と なる 。 令和８ 年度中に取得する 単位は、 翌年度に評価さ れる 。  

 

  

 

（ ２ ） 継続教育は、入札に参加し よ う と する 工事の種別、 配置予定技術者の保有する 資格の種別、 

及び継続教育制度を実施し ている 団体の種別に関係なく 、 定めら れている 目標単位を満たす

こ と によ り 評価の対象と する 。  

 

（ ３ ） 下表は、 建設系 CPD協議会に加入し ている 団体の内、 継続教育制度を実施し 目標単位数を

定めている 団体の目標単位数である が、 他団体の継続教育制度についても 評価する も のと す

る 。  

 

団体名 継続教育制度 目標（ 推奨） 単位 

全国土木施工管理技士会連

合会 
継続学習制度（ CPDS)  

20 ユニッ ト ／年 

40 ユニッ ト ／2 年 

60 ユニッ ト ／3 年 

80 ユニッ ト ／4 年 

100 ユニッ ト ／5 年 

空気調和・ 衛生工学会 
設備技術者継続能力開発シ  

ス テム（ SHASE-CPD）  

50 ユニッ ト ／年 

250 ユニッ ト ／5 年 

建設コ ンサルタ ンツ協会 CPD制度 50 単位／年 

地盤工学会 G-CPD制度 50 ポイ ント ／年 

土木学会 土木学会 CPDシス テム 50 単位／年 

日本環境アセス メ ント 協会 JEAS-CPD制度 50 単位／年 

日本技術士会 技術士 CPD（ 技術研鑽） 制度 
50CPD時間／年 

150CPD時間／3 年 

日本建築士会連合会 建築士会 CPD制度 12 単位／年 

日本造園学会 造園 CPD制度 50 単位／年 

日本都市計画学会 都市計画 CPD 50 単位／年 

農業農村工学会 技術者継続教育機構（ CPD)  50 単位／年 
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（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の取組を評価する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  

（ １ ） 各団体が実施し ている 継続教育制度において、団体が定める 目標単位を取得し ている 場合、 

団体名及び取得単位数を記載する 。  

 

 

【 添付資料】   

（ １ ） 証明書の写し を添付する 。  
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１ －３ －３  主任（ 監理） 技術者又は現場代理人と し ての施工経験の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

平成２ ３ 年度以降に

おけ る 主任（ 監理）

技術者又は現場代理

人と し て の施工経験

の有無 

国又は青森県発注で同種工事の実績有り  

標準型    2. 0 点 

簡易型Ⅰ   2. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 1. 0 点 

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り  

標準型    1. 0 点 

簡易型Ⅰ   1. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 0. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価対象と なる 同種工事は、 入札説明書で示さ れた条件（ 工種、 規模等） と する （ 企業の

施工実績と 同様の取扱い） 。 ま た、 途中交代等で技術者が複数いる 場合は、 当該工事での工

期の１ ／２ を超える 期間を従事し た技術者のみを評価する 。  

（ ２ ） 監理技術者と 主任技術者を複数人配置し た場合、 同種工事の実績の評価は監理技術者のみ

と する 。  

（ ３ ） 「 現場代理人」 と し ての実績を評価する 場合、 評価対象と なる 同種工事において、 主任（ 監

理） 技術者と 現場代理人と を別々に配置し ており 、 現場代理人が、 評価対象と なる 同種の工

事期間に建設業法第２ ６ 条第１ 項及び第２ 項に規定する 「 主任技術者等」 と 同等の資格を有

し ていたこ と を条件と する 。 こ の場合は、 主任（ 監理） 技術者と し ての経験と 、 現場代理人

と し ての経験は、 優劣をつけず同等に評価する 。 ま た、 途中交代がなさ れた当該現場代理人

が複数いる 場合は、 当該工事での工期の１ ／２ を超える 期間を従事し た現場代理人のみを評

価する 。  

（ ４ ） その他の公共工事発注機関と は、 地方公共団体のほか、 「 公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する 法律」 第２ 条第１ 項に定める 以下の法人をいう 。  

   ま た、 国立大学法人、 日本下水道事業団、 水道企業団、 地域広域市町村圏事務組合、 地方

道路公社等についても 、 その他の公共工事発注機関の対象と する 。  

    

（ 「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 第 2 条第 1 項で定める 法人）  

首都高速道路株式会社、 新関西国際空港株式会社、 中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社、 中日本高速道路株式

会社、 成田国際空港株式会社、 西日本高速道路株式会社、 阪神高速道路株式会社、 東日本高速道路株式会社、

本州四国連絡高速道路株式会社、 沖縄科学技術大学院大学学園、 日本中央競馬会、 国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構、 国立研究開発法人科学技術振興機構、 国立研究開発法人情報通信研究機構、 国立研究開発

法人森林研究・ 整備機構、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、 独立行政法人空港周辺整備機構、 独

立行政法人高齢・ 障害・ 求職者雇用支援機構、 独立行政法人国際協力機構、 独立行政法人国立科学博物館、

独立行政法人国立高等専門学校機構、 独立行政法人国立女性教育会館、 独立行政法人国立青少年教育振興機

構、 独立行政法人国立美術館、 独立行政法人国立文化財機構、 独立行政法人自動車事故対策機構、 独立行政

法人中小企業基盤整備機構、 独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構、 独立行政法人都市再生機構、

独立行政法人日本学生支援機構、 独立行政法人日本芸術文化振興会、 独立行政法人日本高速道路保有・ 債務

返済機構、 独立行政法人日本ス ポーツ 振興セン タ ー、 独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康

安全機構  

 

（ ５ ） 対象と なる 工事は、 平成２ ３ 年度以降かつ入札に参加し よ う と する 工事の公告日以前に完

成・ 引き 渡し し たも のを対象と する 。  

（ ６ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の施工実績を評価す
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る 。  

（ ７ ） 共同企業体の構成員と し ての施工実績は、 出資比率２ ０ ％以上であった工事に限る 。  

（ ８ ） 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レンジ型） においては、 評価の対象外と する 。  

 

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  

（ １ ） 工事経験の概要 

   入札説明書に記載さ れている 条件を満たし た最近の代表的な同種工事を１ 件記載する 。  

  国又は青森県、 その他の公共工事発注機関の順で最も 上位の実績を記載する 。  

  求める 工事規模の設定がある 場合は、 その規模を満足する こ と 。  

 

  ・ 工事番号、 工事名： 受注工事の工事番号、 工事名を記載する 。  

  ・ 発注機関名： 具体的に記載する 。 （ ○○農林水産事務所等）  

  ・ 工事場所： 具体的に記載する 。 （ ○○県○○市・ 郡○○大字○○地内）  

  ・ 契約金額： 最終契約金額を記載する 。  

  ・ 工期： 工期を記載する 。  

  ・ 受注形態等： 単体・ Ｊ Ｖ の別を記載する こ と 。 （ Ｊ Ｖ については、 出資比率及び代表者で 

        あった場合は、 その旨記載する こ と 。 ）  

  ・ 従事役職： 施工実績に係る 工事に従事し た時の役職（ 主任技術者、 監理技術者、 現場代理 

       人等） を記載する 。  

  ・ 工事内容： 工事種別、 施工規模、 工法等工事内容が判る よ う に記載する 。   

・ 工事種目： 電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事の場合のみ記載する 。  

・ CORI NS 登録の有無： 有り の場合、 CORI NS 登録番号を記載する 。  

 

（ ２ ） 申請時における 他工事の従事状況等 

   申請時に従事し ている 他の全ての工事について記載する も のと し 、 本工事を落札し た場合

の技術者の配置予定を記入のこ と 。  

 

（ ３ ） 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レンジ型） においては、 （ １ ） 工事経験の概要の記載は不要。  

 

 

【 添付資料】  

（ １ ） 施工実績と し て記載し た工事に係る コ リ ンズ（ 竣工登録） 又は契約書等の写し 。  

   ※契約書の写し の場合は、 工事番号、 工事名、 発注者・ 受注者、 契約金額、 工期が確認で

き る 部分のみでよ い。  

（ ２ ） 施工実績と し て記載し た工事に係る 技術者と し て従事し たこ と が確認でき る 資料の写し 。  

（ ３ ） 当該工事で従事期間が最も 長い技術者であったこ と が確認でき る 資料。  

（ ４ ） その他、 上記だけでは工事規模等が確認でき ない場合は、 その実績を証明でき る 書類を添

付する 。  
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１ －３ －４  優良工事技術者表彰等の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

優良工事技術者表彰

等の有無 

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り  

標準型    1. 0 点 

簡易型Ⅰ   1. 0 点 

簡易型Ⅱ( 基本) 0. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 
 
【 評価に関する 運用事項】  
（ １ ） 評価の対象は、 配置予定技術者が主任（ 監理） 技術者と し て受けた表彰であって、 下表の

表彰を対象と する 。 （ 下表以外の表彰は対象と し ない。 ）  
なお、 工事場所は青森県内のも のに限る 。  

（ ２ ） 工事種別（ 建設業法によ る 建設工事の種類（ 法律別表第一( 上欄) ） ） が同種のも のを評価
対象と する 。 【 建設工事の種類の例 土木一式工事、 建築一式工事、 電気工事、 舗装工事、
と び・ 土工・ コ ンク リ ート 工事 等】  

（ ３ ） 表彰の有効期限は表彰日から ３ 年間と し 、 基準日は入札に参加し よ う と する 工事の公告日
と する 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が
あれば評価の対象と する 。  

（ ５ ） 共同企業体のと し ての表彰は、 出資比率２ ０ ％以上であった構成員に限り 評価する 。  
（ ６ ） 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レンジ型） においては、 評価の対象外と する 。  
（ ７ ） 工事着手時から 完成ま でを通し て携わった工事での表彰を対象と し 、 途中での技術者の交

代等によ り 一貫し て携わっていない工事での表彰は対象外と する 。  

（ ８ ） 財務部優良工事表彰については、 総務部の表彰も 可と する 。  
 
【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  
（ １ ） 表彰の有無、 表彰名、 工事名、 表彰者、 表彰年月日及び建設業法によ る 建設工事の種類を

記載する 。  
（ ２ ） 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レンジ型） においては、 記載不要。  
 
 

【 添付資料】   

（ １ ） 表彰状の写し 、 表彰を受けた工事のコ リ ンズ（ 竣工登録） の写し 。  
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表彰名 主 催 

評価対象 

備  考 
企 業 

主任( 監理)  

技術者 

県土整備部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 県土整備部長 

地域整備部等優良工事表彰 

（ 注１ ）  
青森県 ○ ○ 

各地域県民局地域整備 

部長、 本庁課長 

財務部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 
財務部長及び財産管理

課長 

農林水産部優良工事表彰 

（ 注２ ）  
青森県 ○ ○ 農林水産部長 

地域農林水産部優良工事表彰 青森県 ○ ○ 
各地域県民局地域農林 

水産部長 

優良工事表彰（ 優良工事）  東北地方整備局 ○ ○ 

東北地方整備局長及び 

各部長、 事務所長（ 管

理所長）  

優良工事表彰（ 優良工事）  東北農政局 ○ ○ 東北農政局長 

優良工事表彰（ 下請け企業）  東北地方整備局 × × 
下請工事に係る 表彰の 

ため対象外 

工事成績優秀企業認定 東北地方整備局 × ― 
成績評定は別途評価し  

ている ので対象外 

Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｔ Ｙ 優良企業（ 現場 

代理人） 表彰（ 注３ ）  
東北地方整備局 ○ △ 

△受賞工事において、  

主任（ 監理） 技術者で 

ある 場合に限る  

イ ン フ ラ Ｄ Ｘ 大賞 国土交通省 ○ ―  

みちのく イ ンフ ラ Ｄ Ｘ 奨励賞 東北地方整備局 ○ ―  

イ ン フ ラ メ ンテナン ス 大賞 各省庁 ○ ―  

公共建築賞 国土交通省 ○ ― 

受賞し た建築物の設備

工事（ 元請） も 対象と

する  

  ○ 評価対象  △ 一部評価対象  × 対象外  － 表彰対象外（ 評価対象外）  
 

（ 注１ ） 令和７ 年度以降の表彰は、 「 地域整備部等」 を「 県土整備事務所等」 、 「 各地域県民局

地域整備部長」 を「 各県土整備事務所長」 に読み替える 。  

（ 注２ ） 令和７ 年度以降の表彰は、 「 地域農林水産部」 を「 農林水産事務所」 、 「 各地域県民局

地域農林水産部長」 を「 各農林水産事務所長」 に読み替える 。  

（ 注３ ） Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｔ Ｙ 優良企業表彰は現場代理人を表彰し ている ため、 受賞工事において現場代
理人と 主任（ 監理） 技術者を兼務し ていた場合のみ、 評価の対象と する 。  
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１ －３ －５  週休２ 日確保工事の実績の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

週休２ 日確保工事の

実績の有無 

週休２ 日確保工事の実施証明書有り  1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

 
 
【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価の対象と なる 証明書は、 国又は青森県が発注し た工事で発行さ れた「 週休２ 日実施証

明書」 と する 。  

直轄港湾事務所発注工事の週休２ 日確保工事証明の取扱いについては、 「 休日確保確認申

請書（  区分が「 週休２ 日」 のも の） 」 と 「 休日確保確認通知書」  の２ つを確認する こ と で、

週休２ 日確保工事の実績証明と 同様の扱いと する 。  

なお、 令和６ 年度以降、 国工事では証明書を発行し ていないため、 ４ 週８ 休が確保さ れて

いる こ と がわかる 資料を確認する こ と で、 実績証明と 同様の扱いと する 。 その際は、 令和７

年４ 月１ 日以降公告の工事については、 月単位の４ 週８ 休以上を対象と する 。  

（ ２ ） 証明書の有効期限は完成検査年月日から ２ 年間と し 、 基準日は入札に参加し よ う と する 工

事の公告日と する 。  

（ ３ ） 証明書を有する 技術者が、 配置予定技術者の場合のみ評価の対象と する 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の取組を評価する 。  

 

 

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  
（ １ ） 証明書の有無、 工事番号、 工事名を記載する 。  
 
 

【 添付資料】   

（ １ ） 証明書の写し 。  

（ ２ ） 国工事で証明書がない場合は、 ４ 週８ 休を確保し たこ と がわかる 作業日報及び発注者が最

終設計で経費を計上し ている こ と がわかる 資料 
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１ －３ －６  Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実

績の有無 

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の全面活用の証明書有り  1. 0 点 

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の部分活用の証明書有り  0. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 
 
【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価の対象と なる 証明書は、 国又は青森県が発注し た工事で発行さ れた「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用証明

書」 と する 。  

（ ２ ） 証明書の有効期限は完成検査年月日から ２ 年間と し 、 基準日は入札に参加し よ う と する 工

事の公告日と する 。  

（ ３ ） 証明書を有する 技術者が、 配置予定技術者の場合のみ評価の対象と する 。  

（ ４ ） 建築一式工事、 電気工事、 電気通信工事、 管工事、 機械器具設置工事及び解体工事は、 評

価対象外と する 。  

（ ５ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 代表者の取組を評価する 。  

（ ６ ） 全面活用及び部分活用によ る 証明書の発行区分は、 １ －１ －６  Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等

の活用提案の運用事項を参照する こ と 。  

 

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－２ ）  
（ １ ） 証明書の有無、 工事番号、 工事名を記載する 。  
 
 

【 添付資料】   

（ １ ） 証明書の写し 。  
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１ －４  地域貢献 
 

１ －４ －１  災害協定締結及び災害活動の実績の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

災害協定締結及び災

害活動の実績の有無 

※(  ) は、 簡易型Ⅱ 

県と 災害協定を 締結し ており 、かつ災害協定に基づく 災害活動の実

績がある  

4. 0 点 

( 2. 0 点)  

県と 災害協定を 締結し ている  
2. 0 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 入札に参加し よ う と する 工事の公告日時点において、 防災危機管理課ホームページの災害

時応援協定等一覧に掲載さ れている 、 青森県と 協会等と の間で災害協定を締結し ている も の

を評価対象と する 。  

（ ２ ） 災害活動実績については、 令和６ 年度以降かつ入札に参加し よ う と する 工事の公告日以 

 前における 、 県と の災害協定に基づく 県有施設を 対象と し た災害活動の実績（ パト ロ ール 

 を除く ） のみを評価対象と する 。  

（ ３ ） 災害協定及び活動の実績には、  

・ 家畜伝染病の発生時における 緊急防疫業務に関する 協定、 及び当該協定に基づく 防疫業務 

・ 大雪にかかる 青森県内市町村への応急対応業務（ 除排雪） の支援要請（ 協定） に基づく 応

急対策業務も 対象と する 。  

（ ４ ） 防疫業務については当該協定第３ 条（ 業務の内容） に記載の全ての業務を対象と する 。  

（ ５ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が

あれば評価の対象と する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 県と の災害協定締結の有無を記載する 。  

（ ２ ） 県と の災害協定に基づく 災害活動の実績の有無を記載する 。  

 

 

【 添付資料】   

（ １ ） 県と の災害協定及び協力会社である こ と が分かる 資料の写し を添付。  

（ ２ ） 活動実績について、 災害協定に基づく 活動である こ と が確認でき る 資料（ 「 災害協定の写

し 等」 ＋「 災害協定に基づく 要請があったこ と 、 受諾し たこ と 又は活動を行ったこ と が確認

でき る 資料」 等） の写し を添付。  
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１ －４ －２  地域防災への協力体制の有無 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

地域防災への協力体

制の有無 

※(  ) は、 簡易型Ⅱ 

地域内における 防災への協力体制の実績有り  
2. 0 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 入札に参加し よ う と する 工事の公告日現在における 以下の地域防災への協力体制がある 場

合を対象と する 。  

（ ２ ） 評価対象と なる 「 地域内」 と は、 入札説明書で示さ れた地域【 例えば、 ○○農林水産事務

所管内、 ○○郡内、 ○○市（ 町村） 内、 旧○○市（ 町村） 内 等】 と する 。  

（ ３ ） 評価要件は以下のと おり と する 。  

   消防団協力事業所に認定さ れている 場合や、 消防団に協力する こ と によ り 表彰等を受けて

いる 場合等の地域防災への協力体制がある 場合。  

    ア 消防団協力事業所に認定さ れている 場合と は、 以下のと おり と する 。  

      ・ 消防団協力事業所表示証を 消防庁又は市町村等よ り 交付を 受けていてかつ当  

      該工事の開札時点においてその認定が有効（ 有効期間に注意） である こ と 。  

    イ  消防団に協力する こ と によ り 表彰等を受けている 場合と は、 以下のと おり と する 。  

      ・ 令和６ 年度以降に各市町村や消防本部等よ り 事業所と し て消防団活動に協力し た

と し て表彰や感謝状を受けていて、 かつ消防団活動に協力する 体制が競争参加資格

確認申請時においても 継続中である こ と 。  

       ※下線部の解釈 

        （ ア） 消防本部等には、 消防団長も 含む。  

        （ イ ） 消防団活動をし たと し て表彰や感謝状を受けてと は、 表彰、 感謝状の他

に消防団活動をし たと し て消防団長等が証明する 証明書も 含む。  

        （ ウ ） 消防団活動に協力する 体制の例 

           従業員が消防団活動を行う に当たって休暇等の取得など就業規則等にお 

          いて配慮さ れている など をいう 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が

あれば評価の対象と する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 消防団協力事業所に認定さ れている 場合は、 消防団協力事業所の名称、 有効期間を記載す

る 。 消防団に協力する こ と によ り 表彰等を受けている 実績を申請する 場合には、 消防団協力

活動の内容、 実施年月日を記載する 。  

 

【 添付資料】   

・  消防団協力事業所に認定さ れている 場合は、 下記の（ １ ） を添付する 。  

・  消防団に協力する こ と によ り 表彰等を受けている 実績を申請する 場合は、 下記の（ ２ ） を添

付する 。  

（ １ ） 対象地域と 有効期間を証明する 資料の写し 。  

（ ２ ） 表彰や感謝状の写し 、 又は消防団長等が発行する 証明書（ 資料１ －２ ） 及び競争参加資格

確認申請時においても 体制が継続中である こ と を証明する 資料の写し 。  
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１ －４ －３  除雪業務及び維持管理工事等の実績                                     

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

令和５ 年度以降にお

け る 除雪業務及び維

持管理工事等の実績 

※(  ) は、 簡易型Ⅱ 

地域内における 県管理道路の除雪業務委託かつ県管理公共土木施

設の維持管理工事等の実績有り  

4. 0 点 

( 2. 0 点)  

地域内における 県管理道路の除雪業務委託又は県管理公共土木施

設の維持管理工事等の実績有り  

2. 0 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 評価の対象と なる 除雪業務及び維持管理工事等の実績は、 令和５ 年度以降かつ入札に参加

し よ う と する 工事の公告日以前に完成し たも のと する 。    

（ ２ ） 評価対象と なる 「 地域内」 と は、 入札説明書で示さ れた地域【 例えば、 ○○農林水産事務

所管内、 ○○市（ 町村） 内、 旧○○市（ 町村） 内 等】 と する 。  

（ ３ ） 元請企業と し ての除雪業務及び維持管理工事等の実績に限る 。  

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に実績が

あれば評価の対象と する 。  

（ ５ ） 共同企業体の構成員と し ての除雪業務及び維持管理工事等の実績についても 、 評価の対象

と する 。  

（ ６ ） 総合評価落札方式によ り 入札し よ う と する 工事の種別が土木一式工事、 舗装工事のも のに

限り 、 除雪業務及び維持管理工事等の実績を評価の対象と する 。  

（ ７ ） 県管理公共土木施設の維持管理工事等と は、 日常的に公共土木施設を管理し 、 機能を維持

・ 修繕する ための工事や業務と する 。 ただし 、 発注時点で設計図書によ り 工期・ 区間が定め

ら れ、 工事目的物や業務対象が明確であり 、 規模・ 仕様等が明示さ れている 工事や業務は除

く 。  

（ ８ ） 次の要件を全て満たすも のである こ と 。  

   ・ 異常気象時等の突発的な対応（ 夜間・ 休日等を含む） が求めら れる 工事や業務 

   ・ 「 年間・ 一定期間のシーズン」 を通じ て「 日常的に」 実施する 工事や業務 

  【 例】  

   ・ 対象の工事 ： 県が管理する 公共土木施設に係る 日常的な維持管理を行い、 上記８ ） の

要件を全て満たす工事や業務。  

・ 対象外の工事： 橋梁補修工事( １ 橋ごと の単独工事) 、 舗装道維持修繕工事（ オーバーレ  

      イ 、 穴埋め( 単独工事) ） 、 河川護岸補修工事( 単独工事) 、 漁港機能保全 

      工事、 臨時除雪業務等。  

（ ９ ） 公共土木施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第 1 条に規定する 11 施設 

（ 河川・ 海岸・ 砂防設備・ 林地荒廃防止施設・ 地すべり 防止施設・ 急傾斜地崩壊防止施設・

道路・ 港湾・ 漁港・ 下水道・ 公園） に限る 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 該当する 場合は、 業務( 工事) 番号、 業務( 工事) 名、 業務( 工事) 期間、 請負形態、 担当市町

村名を記載する 。  

 

【 添付資料】   

（ １ ） 記載し た除雪業務及び維持管理工事等の実績に係る 契約書の写し 。  

（ ２ ） 必要に応じ て、 上記（ ２ ） （ ４ ） （ ５ ） （ ８ ） の要件を満たすこ と が分かる 資料（ 仕様書

等） の写し 。  
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１ －４ －４  社会貢献活動の有無                                              

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

令和６ 年度以降にお

け る 社会貢献活動の

有無 

※(  ) は、 簡易型Ⅱ 

地域内における 社会貢献活動の実績有り  
2. 0 点 

( 1. 0 点)  

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 令和６ 年度以降かつ入札に参加し よ う と する 工事の公告日以前における 以下の社会貢献活

動を対象と する 。  

  ア 「 企業によ る 農業・ 農村支援活動」 （ 農林水産部構造政策課）  

  イ  「 青森県森林づく り 協定によ る 森林整備活動」 （ 農林水産部林政課）  

  ウ  「 青森県ふる さ と の水辺サポータ ー制度」 （ 県土整備部河川砂防課）  

  エ 「 道路愛護功労者表彰制度」 （ 県土整備部道路課）  

  オ 道路、 水路、 泊地、 河川、 海岸等の清掃、 草刈り 、 泥上げ、 除・ 排雪等 

（ ２ ） 評価対象と なる 「 地域内」 と は、 入札説明書で示さ れた地域【 例えば、 ○○農林水産事務

所管内、 ○○郡内、 ○○市（ 町村） 内、 旧○○市（ 町村） 内 等】 と する 。  

（ ３ ） 評価要件は以下のと おり と する 。  

   ア 「 企業によ る 農業・ 農村支援活動」  

      年間１ 回以上かつ５ 名以上／回の実績。  

イ  「 青森県森林づく り 協定によ る 森林整備活動」  

           年間１ 回以上かつ５ 名以上／回の実績。  

   ウ  「 青森県ふる さ と の水辺サポータ ー制度」  

      「 青森県ふる さ と の水辺サポータ ー実施報告書（ 公所の収受印付き ） 」 の写し や証明

書の写し など活動が確認でき る も の。  

  エ 「 道路愛護功労者表彰制度」  

      過去５ 年以内に表彰を受け、 かつ表彰後も 毎年継続し て活動し た実績。  

   オ  地域内における 道路、 水路、 泊地、 河川、 海岸等の清掃、 草刈り 、 泥上げ、 除・ 排雪等 

      年間２ 回以上・ ５ 名以上／回、 かつ２ 年以上継続的に実施し た実績。 各年度の延べ作

業時間が４ ０ 時間以上である こ と 。  

   （ 注意事項）  

     ［ 注１ ］ ア～エの各制度の詳細については、 所管する １ ） の担当課へ問い合わせる こ と 。 

     ［ 注２ ］ オについての作業内容は、 その都度変えても よ い。  

    （  オ 計算例）  

      年間３ 回実施し 、 人数と 時間は次のと おり であっ た（ 年間２ 回以上、 ５ 名以上／回が必須条件） 。  

      １ 回目  ５ 名 ４ 時間  延べ作業時間 ＝ ４ ×５     ＝２ ０ 時間 

      ２ 回目  ８ 名 １ 時間  延べ作業時間 ＝ １ ×８     ＝ ８ 時間 

      ３ 回目 １ ５ 名 １ 時間  延べ作業時間 ＝ １ ×１ ５    ＝１ ５ 時間  

             Σ（ 年間の延べ作業時間）                  ４ ３ 時間 

     ［ 注３ ］ 受注業務及び受注工事と し て実施し たも のは対象外と する 。  

 

（ ４ ） 共同企業体（ 特定の場合のみ） と し て入札に参加する 場合は、 構成員のう ち１ 者に該当が

あれば評価の対象と する 。  



25 
 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－１ ）  

（ １ ） 該当する 場合は、 社会貢献活動の名称、 実施年月日、 実施場所を記載する 。  

 

 

【 添付資料】   

（ １ ） （ 資料１ －３ ） 社会貢献活動実績報告書 

（ ２ ） 証明資料 主催者又は施設管理者等の証明書（ 必須、 例と し て資料１ －４ ） 、 活動状況写

真（ 必須） 、 感謝状、 表彰状、 新聞記事、 地域情報紙等（ 資料があれば添付）  
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２  技術提案 

 

２ －１  県産資材の活用 

 

評価項目 評 価 基 準 配 点 

県産資材の活用 

提示し た資材の全てについて 70％以上の県産資材の活用が見ら れる  1. 0 点 

上記以外 0. 0 点 

 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 入札説明書に記載さ れた全ての資材について、 県産資材を７ ０ ％以上活用する 提案をし た

場合（ 記載さ れた資材のう ち、 県産資材使用７ ０ ％を下回る 材料が１ 品目も ない場合） 、 評

価する 。  

 

  県産資材と は、 生コ ン・ 骨材は県内で生産・ 製造し ている こ と 、 その他の資材は以下のと お

り 。  

   ・ 青森県内に本店を有する 資材供給業者から の調達資材。  

   ・ 青森県内で生産、 加工又は製造さ れた資材。  

 

青森県県土整備部土木工事共通仕様書第２ 編材料編参照。  

 

（ ２ ） 「 県産資材活用」 の対象品目は、  

   ・ 主要資材、 一般資材問わず 

   ・ 設計金額（ 設計数量×単価） が１ ０ 万円以上、 かつ設計金額の上位１ ０ 品目（ 最大） の 

    資材 

   ・ 同一種の資材で複数の規格がある 場合は最大３ 品目ま で 

と する 。  

 

（ ３ ） 履行確認は工事完了時に行う こ と と し 、 受注者の責めによ り 活用提案が履行でき なかった

場合には、 工事成績評定点を減ずる 措置を行う と と も に、 総合評価落札方式【 標準型・ 簡易

型】 に関する 運用ガイ ド ラ イ ン４ －４ －２ 「 履行でき なかった場合の措置」 のと おり と する 。 

 

（ ４ ） 工事契約後に購入先等を変更し た場合であっても 、 県産資材の活用が確認でき れば履行し

たも のと なる 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－３ ）  

（ １ ） 入札説明書に記載さ れた資材について、 実施に当たり 予定する 使用数量、 購入先等を記入

する 。  

 

 

【 添付資料】  なし  
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２ －２  Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の活用提案 

 

  

評価項目 評 価 基 準 配 点 

Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次

元 化 等 の 活 用 提

案 

全面活用（ 施工プロ セス 全てで活用）  3. 0 点 

部分活用（ 施工プロ セス ２ つ以上活用）  1. 5 点 

上記以外 0. 0 点 

 

【 評価に関する 運用事項】  

（ １ ） 簡易型Ⅱの受注者希望型を対象と する 。  

（ ２ ） 評価の対象にでき る 工種は特記仕様書で指定し たも の（ 港湾Ｉ Ｃ Ｔ 含む） と する 。  

（ ３ ） 施工プロ セスは以下の①～⑤の５ つと し 、 技術活用数に応じ て評価する 。  

   ①３ 次元起工測量 

   ②３ 次元設計データ 作成 

   ③Ｉ Ｃ Ｔ 建設機械によ る 施工 

   ④３ 次元出来形管理等の施工管理 

   ⑤３ 次元データ の納品 

（ ４ ） 各工種における 全面活用と 部分活用の考え方については、 以下のと おり 。  

【 全面活用】  

・ 上述①～⑤の施工プロ セス を全て実施し た場合（ 「 対象外」 のプロ セス は除く ） を全面活

用と する 。  

・ ま た、 上述①及び②において、 別途業務等で実施し た場合、 「 対象外」 のプロ セス と し て

扱う 。  

・ なお、 Ｉ Ｃ Ｔ 土工の「 簡易型では省略可」 の、 簡易型の場合は部分活用と する 。  

 

【 部分活用】  

・ 上述①～⑤の施工プロ セス のう ち、 ③を含む２ つ以上のプロ セス を実施し た場合を部分活

用と する 。  

・ ただし 、 法面工等、 上述③が対象外と なっている 工種は、 ④を含む２ つ以上のプロ セスと

する 。  

 

（ ５ ） １ 工事内で複数工種のＩ Ｃ Ｔ 活用工事を提案する 場合は、 施工プロ セス の最も 多い工種に

て評価する 。  

（ ６ ） 提案し た技術は、 原則と し て設計変更の対象と する 。 実施方法等については、 対象工事の

担当事業課が定める 要領等によ る 。  

（ ７ ） 履行確認は工事完了時に行う こ と と し 、 受注者の責めによ り 活用提案が履行でき なかった

場合には、 工事成績評定点を減ずる 措置を行う と と も に、 総合評価落札方式【 標準型・ 簡易

型】 に関する 運用ガイ ド ラ イ ン４ －４ －２ 「 履行でき なかった場合の措置」 のと おり と する 。 

（ ８ ） 履行し た場合には、 当該工事について「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用証明書」 を発行する 。  

 

【 技術提案書記入の留意点】 （ 様式－４ ）  

（ １ ） 活用する 技術にチェ ッ ク を付け、 工事計画書を作成する 。  

 

【 添付資料】  なし  
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２ －３  （ 様式－４ ） Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の活用提案 工事計画書 

 

２ －４  （ 様式－５ ） 工程表  

記載事項 内容に関する 留意事項 

工程表 

 

 

 

 

【 標準型・ 簡易型Ⅰに適用】  

 

○ 本工事の概略の工程を記入する 。  

○ 工程管理に対する 技術的所見を工程表の下の欄に記載する 。  

 

 

               

２ －５  （ 様式－６ ） 施工上の課題に対する 技術的所見  

記載事項 内容に関する 留意事項 

施工上の課題に対す

る 技術的所見 

 

 

【 簡易型Ⅰに適用】  

 

○ 本工事の実施に当たり 、 現場状況を踏ま えて、 施工上の課題と し て 

 □□対策に対する 技術的所見を記載する 。  

 

 

               

２ －６  （ 様式－７ ） 技術提案（ 施工計画）  

記載事項 内容に関する 留意事項 

技術提案 

（ 施工計画）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 標準型（ 橋梁維持工事を除く ） に適用】  

 

○ 本工事の実施に当たり 、 別冊特記仕様書、 図面、 入札時参考資料等に 

よ る 施工方法（ 以下「 標準案」 と いう 。 ） の内容と 異なる 施工方法（ 以 

下「 技術提案」 と いう 。 ） で施工する 場合は、 その具体的な施工計画内 

容等を記載する 。  

○ 技術提案が適正と 認めら れない場合、 標準案に基づいて施工する 意志 

のある 場合には、 その旨記載し 、 標準案によ る 施工計画内容を併せて提 

出する 。  

○ 当初よ り 標準案によ り 施工する 場合には、 その旨記載し 、 標準案によ  

る 施工計画内容を記載する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項 内容に関する 留意事項 

工事計画書 

 

【 簡易型Ⅰに適用】  

 

○ 施工プロ セス の段階及び作業内容で活用する 項目にチェ ッ ク を付ける 。  

○ 採用する 技術番号を選択し 記入する 。  
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 ２ －７  （ 様式－８ ） 技術提案（ 総合的なコ ス ト ／工事目的物の性能・ 機能／社会 

的要請）  

記載事項 内容に関する 留意事項 

技術提案 

（ 総合的なコ ス ト ）  

（ 工事目的物の性能

・ 機能）  

（ 社会的要請）  

 

 

【 標準型に適用】  

 

○ 総合的なコ ス ト を設定する 場合は、 ラ イ フサイ ク ルコ ス ト 及びその他 

コ ス ト に関する 提案を記載する 。  

○ 工事目的物の性能・ 機能を設定する 場合は、 性能・ 機能向上に関する  

 提案を記載する 。  

○ 社会的要請を設定する 場合は、 交通規制日数の短縮等の提案を記載す 

る 。  

 

 

 

 

２ －８  （ 様式－９ ） 施工計画の適切性に関する 技術的所見 

記載事項 内容に関する 留意事項 

施工計画の適切性に

関する 技術的所見 

 

 

【 標準型（ 橋梁維持工事に限る ） に適用】  

 

○ 橋梁維持工事の実施に当たり 、 発注者が指定し た施工上の課題等への 

対応の適切性について、 技術的所見を記載する 。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８年 ７月 １日 


